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平成２４年度 薩摩川内市教育委員会事務事業評価実施要領 

 

 
１ 趣旨・目的 

教育委員会は地方教育行政の組織及び運営に関する法律（平成１９年６月改正）

第２７条の規定により、教育行政事務の管理及び執行状況について、点検・評価

を行い、その結果に関する報告書を議会に提出し、公表することとされている。 

また、薩摩川内市教育振興基本計画では、計画の進行管理に当たって、ＰＤＣ

Ａサイクルを常に意識し、設定した数値目標等の達成度、有効性の観点から点検・

評価し、さらには、それらを公表し、必要に応じ施策の改善を行うこととしてい

る。 

本事業を実施することにより，効果的で透明性の高い教育行政の推進に資する

とともに、市民への説明責任を果し、円滑で効率的な事業実施の推進を図ること

を目的とする。 

 

２ 評価の対象 

 ⑴ 教育振興基本計画「第４章今後５年間に取り組むべき施策」の＜具体的施策

＞又は平成２４年度当初予算要求時に作成した中事業単位のＣ１・Ｃ２区分の

事業の中から選定する。ただし、法令により市が実施することが義務付けられ

ている（市の裁量の余地がない）事業及び補助金等評価委員会評価対象事業は

除く。 

⑵ 各課所各グループ原則１事業とする。 

  

３ 評価表 別紙のとおり 

 

４ 評価の時期 

 平成２３年度に実施した事務事業を点検・評価し、その結果を平成２５年度当

初予算編成に反映させるほか、事務事業の改革・改善に活かせるよう評価の時期

を調整するものとする。 

 

５ 視点別評価 

事業を「妥当性」、「効率性」、「有効性」の視点から評価を行い、その理由を明

らかにする。 

視 点 内  容 

妥当性 対象・手段の妥当性、市で実施する必要性 

効率性 事業費・人件費の削減余地 

有効性 成果の達成度・向上余地 

 

 

６ 評価体制 

 ⑴ 評価は、改革・改善の視点で行う内部評価と客観的かつ市民視点で行う外部 

  評価とし、外部評価は薩摩川内市教育委員会行政評価会議において行う。 

 

 ⑵ 内部評価のうち一次評価者は、所管課長とし、二次評価者は、教育部長とす

る。 

 

 ⑶ 薩摩川内市教育委員会行政評価会議委員は次の団体から推薦された者とする 

①  市校長会 

②  市社会教育委員の会 

③  市文化協会 
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④  市体育協会 

⑤  鹿児島純心女子大学 

 

７ 評価のスケジュール   

   

実施時期 内容 備考 

６月 一次評価作業 所管課所長 

７月 二次評価作業 教育部長 

８月・９月 行政評価会議 行政評価会議委員 

１０月 教育委員会定例会 教育委員会議案提出 

１２月 １２月議会 議会報告 

１月 公表 ホームページ掲載 

 

８ 評価結果 

 ⑴ 評価結果の反映 

   実施計画策定及び教育振興基本計画の推進並びに予算編成等において評価結 

果を反映させる。 

⑵ 評価結果の公表 

 ① 行政経営の透明化を向上させるために、自治基本条例第１２条及び第２９

条の主旨に基づき、評価結果を公表する。 

  ② 公表に当たっては市議会への報告及び市ホームページに掲載するものとす

る。 

 
    

 

 

平成２４年度 行政評価会議委員 

 

 

 

 

 

 役 職 名 氏  名 所 属 団 体 

１ 隈之城小学校長 原之園健児 市校長会 

２ 会   長 春田和満 市社会教育委員の会 

３ 副 会 長 吉本輝志 市文化協会 

４ 会   長 宮司 保 市体育協会 

５ 国際人間学部長 影浦 攻 鹿児島純心女子大学 


